
スウェーデンにおける環境保全型森林管理 

―「非規制的森林政策」はなぜ機能するのか‐ 
 

〇柿澤宏昭（北大） 

 
はじめに 

スウェーデンは 1993年に森林法の抜本的改正を行い、非規制的な政策体系へ転換し、森林所
有者等への普及教育活動や認証の取り組みによって環境保全型林業を定着させたと評価されて

きた。しかし林野庁の人員削減によって普及サービスの展開は困難となり、また認証を積極的に

取り組んでいるのは南部の SODRAにとどまっている。しかし、無秩序の伐採が進んでいるわ
けでもない。本発表では非規制的といわれる森林政策の中身を改めて検討してみたい。 
 
厳格な伐採届出制の運用 

 伐採届出制はほぼ許可制に近い運用をされている。森林法の下で河畔域の保全など、最低限の

環境保護のための規制が規定されているほか、施業を行うのにあたって配慮すべきことが詳細に

定められている。伐採届出が提出されると、こうした基準に従って林野庁がチェックを行う。年

間約 52000件の伐採届出が出されるが、そのうち約 3000件に対して更新や環境保全に関わる助
言を付しているほか、違反した場合に罰金を科す条件付けが 150件行われるなど、許可制に近
い運用が行われているのである。 
 
伐採届出制を支えるデータ・モニタリングシステム 

 以上の様な伐採届出制を支えているのがデータ・モニタリングシステムである。林野庁は GIS
上に詳細なデータベースを構築しており、配慮すべき生態系に関する情報などが全国的な調査に

基づいて組み込まれている。現場職員が的確な判断を下すための重要な支援ツールとなっている。 

また、伐採が届け出通りに行われているのかについて現地調査・衛星データなどを活用しモニタ

リングを行っている。現場で使えるデータの蓄積とそれを活用できるシステム、そしてリモセン

などを活用したモニタリングシステムなど、政策を支える基本的なインフラを再構築する必要が

あるといえる。 
 
スウェーデン林政の限界 

 以上のような森林政策を補完するものとして森林認証が重要な役割を果たしている。特に

SODRAでは 2010年より PEFCに加えて FSCの認証も開始するなど、認証を通した環境保全
は着実に進展している。 
 一方で、上述な森林政策が十分な効果をあげているかといえば必ずしもそうとは言えない。例

えば国が設定しているスウェーデン環境目標には森林に関わるものがあるが、目標達成は極めて

困難として厳しい評価が行われている。また、研究者の多くも生態系保全に関わって良好な結果

が得られているわけではないとしている。 
 「非規制的林政」といわれつつも、ミニマムを確保する仕組みが保障されている。しかし、そ

れをこえる環境配慮に関しては認証と普及だけでは十分カバーできていないといえる。 
 
（連絡先：柿澤宏昭 kaki@for.agr.hokudai.ac.jp） 
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オーストリアの林業における近年の組織改革 

 
○久保山裕史（森林総研） 

 

１．はじめに 

 オーストリアの林業は、これまで日本との類似性が指摘されてきたが、日本の丸太生産量が

減少してきたのに対して、同国では 1,000 万m3強から 1,800 万m3 前後へと増加してきた。
この背景には、製材工場の規模拡大に加えて、他国に先駆けた革新技術の導入によって製材業

界の競争力が向上するとともに丸太需要の拡大がもたらされた事実がある。また、筆者らの先

行研究から、そうした川下発のイノベーションにあわせて川上側にも組織改革が起きているこ

とが明らかとなった。そこで今回、その主な事例について報告する。 
 

２．データと方法 

 オーストリアの林業関連組織を対象に、2012年と 2013年の 2回に渡って現地調査を行った。

具体的には、地形が比較的急峻にもかかわらず、最も丸太生産量が大きく林業が盛んなシュタ

イヤーマルク州において、中小規模森林所有者の任意加入によって設立された林業協同組合

WV-Stmk、大規模製材工場の丸太集荷子会社、製紙会社数社が共同出資により設立した丸太集

荷会社、連邦有林株式会社を対象として、近年の組織改革に関する聞き取り調査を実施した。 
 

３．結果と考察 

 川下の規模拡大に対抗しつつ丸太供給を拡大するためにWV-Stmkが 90年代に設立された。
2000年代の丸太販売量拡大にあわせて、機動的な事業展開とリスク回避のために有限会社化し

た。WV-Stmkでは、有利な販売（適切な造材と公正な材積計算）を確保するために、適宜、
工場で丸太の選木結果をチェックするとともに、WEB上で森林所有者が出荷した材の選木（精

算）結果を確認できるシステム構築を行っている。他方、2000年代から増加している木質燃料

需要に対応するために、WV-Stmkは、Biomassehof（バイオマスの店）を州内に 8ヶ所設立
し、付加価値の高い燃料（半乾燥チップ、薪）供給事業を展開していた。 

連邦有林株式会社は、政府の予算削減に伴って、1997年に株式会社化（株主は政府）した。
管理面積 86万 ha（うち森林約 51万 ha）の管理事業はそれまで赤字であったが、人員削減や

事業コスト削減等によって黒字化を達成し、環境保全を前提としながらも、売り上げ 2億 3700

万ユーロの中から政府に 2400万ユーロ/年の配当等を行っていた。約 150万m3の丸太生産以
外に、資産活用やサービス提供、バイオマスエネルギー事業に進出し、収益向上に努めている。 

中堅製紙企業 4社は、共同で集材会社 Papier Holz Austriaを設立し、丸太換算 600万m3

を 15人で集荷し、4つのパルプ工場の他に、製材工場 80万m3、バイオマスプラント 40万

m3に原燃料供給している。丸太の安定確保のために、林業機械のリース台数の増強や素材生産

事業体の育成を目指す森林起業家協会の設立を行っていた。 

 大規模林産企業グループ子会社MMholzでは、担当者 12名で 115万m3の丸太を集荷して

いたが、大規模とは長期契約が主であるため、中小規模森林所有者を営業の重点対象としてお

り、WV以上のサービス提供によって集荷拡大を図っていた。また、森林所有者の自伐は冬期

に集中するので立木購入を拡大していることが明らかとなった。 
 

（連絡先：久保山裕史 kuboyama@ffpri.affrc.go.jp） 
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ニュージーランド人工林経営における 2000年代以降の共同投資の経緯と現状 

 

○小坂香織・立花敏（筑波大） 

 

研究の背景と目的 

ニュージーランド（以下 NZ）では、1993年の木材価格の世界的な高騰を契機に森林への投資

に注目が集まり、森林管理・投資会社は一般投資家を対象に森林投資事業の企画・販売を進めた。

「パートナーシップ」や「ジョイントベンチャー」を投資手段とした同事業は、比較的小口で一

定規模の森林投資に参加が可能なことから、国有林野事業民営化後の 1990年代に関心が高まり、

企画・運営する会社が増加した。そして、投資家集団による森林所有の形態が存在感を増した。 

2000年以降、NZでは大手林産会社が社有林を米国の森林投資ファンドに売却するなど、再び

人工林所有構造に大きな変化が起きている。機関投資家を対象とするファンドに対し、パートナ

ーシップやジョイントベンチャーといった投資組合（契約）は、パートナー（個人、夫婦、法人

など）が共同出資者として直接的な森林所有者になりうる。本研究では、NZ人工林経営を研究

対象とし、2000年以降の NZ経済の変化とともに森林管理・投資会社の運営がどのように変化し

ているのか、その経緯と現状について明らかにすることを目的とする。 

研究方法 

2013年 8月に、2001年より調査を行っている大手の森林管理・投資会社である A社、B社の 2

社において、聞き取り、現地踏査及び資料収集を行った。また 2001年に調査を行った中小会社

C社、D社の事例に加えて、今回、ジョイントベンチャー事業を運営している E社において聞き

取り調査と資料収集を行った。この他にも、小口の森林投資を運営している 2社から投資案内書、

目論見書などを収集し、これらをもとに整理・分析をした。 

結果 

 NZでは 2000年以降、新規造林面積が減少に転じ、さらにリーマンショック後に木材価格も一

時的に下落し、新規造林はほとんど行われなかった。これに連動し、小規模共同投資事業による

新規造林も 2000年以降は停滞している。他方、近年は特に畜産・乳製品などの輸出が好調であ

り、農地や草地への需要が高まって土地価格は上昇している。その上、造林・伐採費も上昇が続

き、2000年と 2012年を比較するとコストは 1割以上増加している。小規模共同投資の対象とな

る土地は、そのほとんどが牧草地からの転換であるため、特に土地所有者と投資家が借地契約を

結ぶジョイントベンチャーでの新規造林は停滞が続いている。 

事例調査の結果、A社は過去 10年間で約 4,000haの新規事業を行うなど比較的積極的な姿勢

が見られるが、内容はパートナーシップよりもワンオーナー向けが多くを占め、海外投資会社も

顧客として参入してきている。内容としては 10年生前後の立木付きの土地も積極的に購入し、

顧客に投資事業として販売するなど、これまでの長期に加え、短期的な収益獲得も視野に入れて

事業展開を行っている。B社では、これまでに 6区画で事業が完了し、2001年以降は事業対象地

の新規拡大をせず再造林していく体制を執っている。同社の利点であった組織制度に法律上の改

正があり、節税効果よりも中長期的な視点で木材による利益獲得に重点を置くようになっている。

その他の中小投資会社には、新たな事業地の拡大は行わず現状維持を続けている場合が多い。ま

た、小規模会社には未公開株による小口の森林投資（植栽済林地）を運営する会社も生じている。 

このように2000年代以降に1990年代と比較して事業戦略や形態は変化している事が分かった。 

（連絡先：小坂香織 s1330266@u.tsukuba.ac.jp） 
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都道府県総合計画における森林・林業施策 
～政策項目「木材（素材）生産」を中心に～ 

 
○辻井 寛（静岡県庁）・前川洋平（東京農大）・関岡東生（東京農大） 

 
１．はじめに 
 現在、わが国の各都道府県行政機関においては、逼迫する財政を背景に施策の重点化を図り、

これまで以上に計画的な行政運営を実施することが求められている。こうした状況下において

は、県政運営の基本方針にして最上位計画である「都道府県総合計画（以下、総合計画）」の重

要度も相対的に増大する傾向にある。 

 総合計画には、各自治体の行財政評価の観点から、政策項目とともに施策の成果や達成度を

計る指標や数値目標が掲げられる場合が多いことから、総合計画に盛り込まれた、森林・林業

関係の政策項目や指標の概観・整理を通じて、都道府県レベルの地方林政の現状を俯瞰するこ

とができると考えた。その結果、６割以上の都道府県が「木材（素材）生産量」に関わる指標

を掲げており、森林・林業行政の推進方向として県産材増産を志向する傾向が明らかになった。 

一方、国においては、2009年に森林・林業再生プランを策定し、2020年度までに木材供給量・

利用量を 3,900万 m3にまで伸ばし、木材自給率を 50％にまで引き上げるという目標・計画を

掲げており、これらが総合計画にも大きく影響している。 

そこで、本調査では、各都道府県総合計画やこれに準ずる分野別計画に掲げる政策項目「木

材（素材）生産」に注目し、その現状を明らかにするとともに、森林・林業再生プランとの関

係を含め考察を行った。 

 

２．調査方法 

 本調査では、各都道府県の総合計画及びそれに準ずる分野別計画（「森林づくり基本計画」等）

について文献・資料類の収集・分析を行い、全都道府県の総合計画等に掲げられた政策項目を

俯瞰するとともに、木材生産や県産材増産の目標値を示す数値目標について考察を行った。 

 

３．結果と考察 

総合計画は、47都道府県のうちの45都道府県（96％）で策定されており、このうち、42都道

府県では施策の評価を計る「数値目標」をも掲げている。森林・林業関係の種類は112種類にお

よび、各都道府県は、地域の実情を勘案しつつ、森林・林業施策を多様な指標により施策の効

果を計ろうとしている。このうち、素材生産量や県産認証材出荷量など、「木材生産・林業振興」

に関わる指標は、ほぼ全ての都道府県で掲げられ、中でも「素材及び間伐生産量等に関わるも

の」は、30都道府県で、全体の71％にのぼっている。さらに、「素材生産量」指標に注目すると、

総合計画では22県、総合計画に準ずる分野別計画では、21都道府県が当該指標を掲げているこ

とがわかった。指標項目・目標値とも当該指標を掲げない県は４県であった。 

また、総合計画及び分野別計画に掲げられている素材生産量から、2020年における各都道府

県の素材生産推計量を算出し、森林・林業再生プランとの関係についても考察を行った。 

 

（連絡先：辻井 寛 tujidon-sanchan@nifty.com） 


